
食品添加物表示制度を議論する上での留意事項 資料２

食品表示法（平成25年法律第70号）

（基本理念）
第三条 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、
消費者基本法（昭和四十三年法律第七十八号）第二条第一項に規定する消費
者政策の一環として、消費者の安全及び自主的かつ合理的な選択の機会が確
保され、並びに消費者に対し必要な情報が提供されることが消費者の権利であ
ることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的
かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本とし
て講ぜられなければならない。

２ 販売の用に供する食品に関する表示の適正を確保するための施策は、食品
の生産、取引又は消費の現況及び将来の見通しを踏まえ、かつ、小規模の食品
関連事業者の事業活動に及ぼす影響及び食品関連事業者間の公正な競争の
確保に配慮して講ぜられなければならない。


